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自信がない・・・ 

いる いる りょう さん

色々 な料金の
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支払いが大変・・・ 

しo きょう て つだ あん しん

社協がお手伝いできること、それは安心へのサポート。 
ふく し り よう えん じょ じ ぎょう

福祉サービス利用援助事業

しo かい a < し ほう じん な S けん しo か い a く し t よi f かい

社会福祉法人奈良県社会福祉協議会



せい かつ て つだ

あなたの生活をお手伝いします。 
こっれいしゃ ちてきしょうがい せいしんしょっがい も かた

高齢者や知的障害・精神障害をお持ちの方などで、
かい i かん かね あつか

介護などのサービスに関することや、ふだんのお金の扱いについて
ふあん も ばあい あんしん せいかつ t った

不安をお持ちの場合に、安心して生活ができるようにお手伝いします。 
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ふく し りよう

福祉サービスを利用するとき、 しているとき…
ふくし りよう へんこう て つづ しかた むずか

●福祉サービスを利用したり変更したりしたいけれど、手続きの仕方が難しい。
りよう ふくし ふ まん ようばう

●利用している福祉サービスに不満や要望があるけれど、
い わ

どのよ二iに言ったらいいか分からない。 

ひ かね あっか 10 つ よう とき

日ごろのお金の扱いが必要な時…

一 l  、一 
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りようりょう しゃかい ほけんりょう こうきょうりょiさん しはら むずか

●サービスの利用料や、社会保険料や公共料金などの支払いがひとりでは難しいc 
よちょきん はら もど ぁず い i あん

●預貯金の払い戻しや預け入れがひとりでは不安がある。 

せいかつ ひつよう て つづ とき

ふだんの生活に必要な手続きがある時…
0 :>  

●送られてくる郵便物や通知物がよく分からない。 放つたままにしている。 
ぎょうせい じぎょうしょ てつづ ひつよう 0

●行政や事業所の手続きが必要だけれど、ひとりでは分からない。 

だいじ つうちょう いんかん お わす

大事な通帳や印鑑をすぐに置き忘れる…
だい じ し るい つう5よう けん りしょう いんかん

●大事な書類(通帳や権利証)、印鑑などを
お 0 す しんばい

置き忘れる心配がある。 
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,11く し り よう て つだ 

福祉サービスの利用のお手伝いをします
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ふくし りよう り よう そうだん て つだ

t,,福祉サービスを利用したり、利用をやめたりする相談のお手伝いをします。
ふくし a まん f もん かいけつ くじょi かいけつせい ど りよi て つだ

●福祉サービスの不満・疑間を解決する「苦情解決制度」の利用をお手伝いします。 

せいかつ ひつよう きんせんかん り てつだ

ふだんの生活に必要な金銭管理のお手伝し
ふくし りようりょう こうきょうりょうきん しはら て つ・ かくにん て つだ

_,福一祉サービスの利用料や公共料金などの支払いの手続きや確認をお手伝いします。 
せいかつ0 よちょきん はら もど ぁず い とき

)生活費を預貯金から払い戻したり預け入れる時に
どうこう だいこう

同行したり、代行します。 

せいかつ ひつよう て つづ

ふだんの生活に必要な手続
て つだ

家に届く郵便物や通知物を一緒に確認します。
ぎよつせい じきょうしょ ひつよう て つコ て つだ

:?行政や事業所での必要な手続きをお手伝いします。 

たいせつ つうちょう いんかん た しょるい あず

大切な通帳や印鑑、その他の書類をお預かりします
つうちょう しょうしょるい けん りしょう いんかん しゃかいふくしきょうぎ かい あず

通帳や証書類、権利証、印鑑などを社会福祉協議会でお預かりします。 

てつだ

このサービスでお手伝いできないこと
ほんにん 一 しせつに 1;しょ けいやく けってい0本人にかわって施設入所などの契約を決定すること
しせつにo ・ よ にoういんじ ほしょうにん 一

@施設入所や入院時の保証人になること
あず し さん うんよう

;.?.預かった資産を運用すること
げんきん ふ どうさん あず

-現金や不動産を預かること など
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, . l りよう 一 かた かき かた,しのサービスをt_:利用いただける方(下記のいずれにもあてはまる方) 
l:んちしょう かた わす 更 れいし, ちてきしょうがい かた せいしんしょうがい かた

e認知症の方、もの忘れのある局齢者、知的障害のある方、精神障害のある方
けいやく むす りようりょう りかい かた

0契約を結ぶこと、利用料がかかることをご理解いただける方
, じぎょう り よう にちじょうせいかつ やく た みと かた●しの事業の利用が日常生活の役に立つと認められる方

0  
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そうだん うけつけ

相談の受付

むりょう

無料です。 

、 、

ほんにん 一 かそく きんじょ かた みんせいいいんご本人、ご家族、近所の方、民生委員、ケアマネージャーなど、
そうだん ちか しt かい意くしきょうき かい う つ

どなたからの相談でもお近くの社会福祉協議会で受け付けます。
▼

ほうもん

訪問

l ・  

しゃかい1 <、しきょうぎ かい しょくいん ほんにん lj うもん なに こま

社会福祉協議会の職員が、ご本人を訪問し、何にお困りかをおたずねします。 
0 みつ かなら まも

秘密は必ず守ります。
▼

しえんけいかく さくせい

支援計画の作成
よう て つだ つき し?う なんかいおしな一 ほんにん いっしょ き

「どの様なお手伝いを月や週に何回行つか」などをご本人と一緒に決めます.
▼

けいやく ていけつ

契約の締結
ないよう もんだい ほんにん し かいiくしきょうf かい けいやく

内容に問題がなければ、ご本人と社会福祉協議会が契約をします。 

かい し

サービスの開始
けいやく せいかつしえんいん ほうもん てつだ

契約のとおりに生活支援員が訪問し、お手伝いをします。
l

し えんけいかく み なお

支援計画の見直し
しゃかい9 くしきょうぎ かい しょくいん ないよう ていき てさ み なお

社会福祉協議会の職員が、サービスの内容を定期的に見直しますc 

けいやく むす せいかつ しえんいん ほうもん

契約を結んで生活支援員の訪問が
はじ りようりょう

始まってから利用料がかかります。
しょくいん なん ど ほうもん

それまでは職員が何度訪問しても

りようりょう じかん えん

0利用料 l時間あたり1,000円
い こう ぶん, えん(以降30分(_とに500円)

・ つう 0 くるま えん

0交通費 車、バイク:300円
でんし じっさい しはら ぶん

電車やバス:実際に支払った分
せいかつ ほ ご じoきoう かた 0 ようりょうこうつうひ むりょう

生活保護を受給している方は、利用料・交通費とも無料です。 



り よう しゃ しゃ かし、 ふく し きょう ぎ かい かん けい

利用者と社会福祉協議会の関係

契約

/ 1 

I 市町村
社会福祉協議会
1 - 

あんしん りよう

安心してご利用いただくために…
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状況報告

けいやくていけつしんさかい しんさ

契約締結審査会での審査
がくし いけんしo ぺん i し e いしん か い 一 こうせい り よう き ほう かた けいやく のうりょ( かくにん学識経験者・弁護士・精神科医などにより構成され、利用を希望される方で契約をする能力の確認が
む? か ば6 い しん さ りようし? 一おう てきせっ て? 一 じ・一 う難しい場合の審査や、利用者に応じた適切なお手伝いができるかなどについての助言を受けます。 

うんえいてきせいか ぃいんかぃ ほうこく ・

運営適正化委員会への報告
とう じ し? ? - 1、、し いりょう ? うりつ せんもん か 一 こうせい ? い? し? てt 空 lj じ m ?んたぃ ? 表も当事者団体や福祉・医療一法律の専門家などにより構成され、第=者的な」!場から事業全体の見守りを
要
行い、事業の信頼性や透明性を保ちます。また、利用者からの苦情を受け付けます。 

し0 0 ぎ む

守秘義務
i つ そうだん ないよう 一 0 みつ 流 5 まも あんしん そうだん受け付けた相談の内容については、秘密を必ず守ります。安心してご相談ください。 

せいねんこうけんせいど かんけい

成年後見制度との関係
ほんにん い し かく「こん て 置 つづ むずか せい力んこうけんセいど へいよう本人の意思を確認できないときはお手伝いを続けることは難しくなりますが、成年後見制度との併用

か のう せいn んこうけ一 iん き ば あい ほんにん か 一せいねんこうけんにん し・かいll、しきょうさ かい

が可能です。成年後見人などが決まった場合、本人の代わりに成年後見人などと社会福祉協議会が
けい'く りよつ つづ

契約をして利用を続けていただくことができます。 


